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ID: 64   

担当部署: 健康福祉部 地域福祉課  

処分の概要 福祉手当の不支給又は返還 

例 規 名 

根 拠 条 項 
長門市重度障害者福祉手当条例 第6条 

例 規 番 号 平成17年条例第223号 

【根拠条文】 

(福祉手当の不支給又は返還) 

第6条 市長は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、福祉手当を不支

給とし、又はすでに支給した福祉手当を返還させることができる。  

(1) 保護者が障害者等の監護を怠っているとき。  

(2) 福祉手当の受給に当たり、虚偽その他の不正な手段があったと認めるとき。  

(3) この条例に違反しているとき。 

 

【基準】 

根拠条文に同じ。 

 

 

備考  

 

設 定 年 月 日 平成 27 年 5 月 7 日 最終変更年月日  令和 3 年 10 月 1 日 

 


